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薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について 

（実施要領の一部改正） 

 

 

 平素より、本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 薬局における薬剤交付支援事業の実施については、令和 2年 5月 13日付け栃薬

会第 51号（【栃薬メール R2-033】）でお知らせしたところです。 

 今般、第二次補正予算の成立を受け、事業の実施に関する留意点が一部改正され、

「３．補助額」に関して変更がありましたのでご連絡いたします。 

 なお、補助額の変更は、事業開始時に遡って適用されますが、既に実施状況報告

書をご提出いただいている 4/30～6月分については、再度の提出は求めない予定で

す。7 月分の実施状況報告は、これまでの様式（【別紙】薬剤の配送等実施状況報

告書）で受け付けておりますが、8 月分からは、新様式（Excel ファイル【FIX】

ver2（別紙）電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧）での提出をお

願いいたします。 

 

 

記 

 

〔変更前〕薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の 

薬剤の配送に要した費用         ３００円／１件 

        （0410対応の場合、支援事業への請求額は１００円） 

 

〔変更後〕薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の 

薬剤の配送に要した費用         ５００円／１件 

        （0410対応の場合、支援事業への請求額は３００円） 
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薬局の薬剤交付支援事業実施要領 

令和２年７月３１日 

（一社）栃木県薬剤師会 

１．事業実施団体  栃木県薬剤師会 

 

２．支援の対象    

栃木県内の薬局において、4月 2日事務連絡及び 4月 10日事務連絡等に基づ 

き調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局の従 

事者が患者宅等に薬剤を届けた場合以下の費用が補助される。 

（１）薬局の従事者が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費及び人件費 

（２）患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料 

 

３．補助額  

  処方箋の備考欄記載 補助額 

「CoV自宅」又は「CoV宿泊」 薬剤の配送に要した費用の全額 

「0410 対応」 
薬剤の配送に要した費用のうち、200 円

を差し引いた額 

（１）振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まない。 

（２）「薬剤の配送に要した費用」は、以下のとおりとする。 

   ア．薬局の従事者が患者宅等に届けた場合： 

     交通費等の実費額相当として、距離を問わず、500円／１件とする。 

     宿泊療養施設に対し複数人分を同時に届けた場合も「１件」と考える。 

   イ．配送業者を利用した場合：配送料 

 

４．請求額 

  薬局から本会への請求額は、下表「県薬への請求額」のとおりとする。 

処方箋 配送方法 患者負担（※） 県薬への請求額 

CoV自宅 

CoV宿泊 

薬局の従事者 
0円 

500円 

配送業者 配送料全額 

宿泊療養施設の患者に薬局の従事者が届けた場合、複数人

分であっても１件とし、500円を県薬へ請求する。 

✻この場合の請求手続きは、【別紙】実績報告書に全件を記載した上

で、代表する１件のみ請求（〇印を記入）し、それ以外は空欄のまま

（〇印を記入しないこと）とする。 

0410対応 薬局の従事者 
200円 

300円 

配送業者 配送料 －200円 

１か所の届け先について複数人分を薬局の従事者が届けた

場合、複数人分であっても１件とする。 

✻この場合の請求手続きは、CoV自宅、CoV宿泊と同様とする。 

  ※ 0410対応の患者負担分（200円）は、薬局が患者から徴収する。 



５．配送方法及び配送方法に関する留意点 

 （１）薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、 

配送業者を使用する方法を検討するものとする。 

 （２）配送業者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先して用いること。 

 （３）予算には限りがあるため、新型コロナウイルス感染症患者等への支援と 

いう目的に鑑み、宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援が優先される。 

 

６．請求に係る手続 

 （１）薬剤の配送等を行った薬局は、月ごとの配送等に要した費用を翌月１５ 

日までに【FIX】ver2（別紙）電話等による服薬指導等及び配送等の実施 

状況の一覧により県薬に提出すること。 

（２）当該薬局においては、申請に当たって、事後、行政等から確認される場 

合があるので、申請の根拠となる資料は別に保存すること。 

  ※根拠となる資料の例 

  ・処方箋の写し（備考欄に「CoV自宅」、「CoV宿泊」、「0410対応」と記 

載されているもの） 

  ・配送料の金額がわかるもの（伝票控え、配送業者からの請求書等） 

 

７．請求にあたっての留意点 

 （１）処方箋の備考欄に「0410対応」と記載された処方箋でも、患者が来局 

した場合には、0410対応として扱わないため、６.の請求には含めない 

こと。 

 （２）一部負担金の授受に伴う手数料（振込手数料、代引き手数料等）は、患 

者の自己負担。（支援の対象外） 

 （３）本事業の支援対象となる配送業者は、いわゆる宅配便を想定しており、 

患者が、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合は、 

患者の自己負担とする。（支援の対象外） 

 

８．事業の開始・終了時期 

 （１）令和２年４月３０日から令和３年３月３１日まで実施予定。ただし、実 

施期間の途中で予算の上限に達した場合は、その時点で終了する。 

 （２）事業の終了が年度末であることから、最大で２月末日分まで（３月１５ 

日締め切り）が対象となる。 

 

９．事業費の精算時期 

  薬局に対する費用の精算は、当事業終了時期以降を予定とする。 

 

以上 

 


